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放射線等測定結果放射線等測定結果　　33月月11日～日～3131日日に、市施設等の放射線等測定を行いました。いずれも各基準値以下でした。詳しくは、市ＨＰをご覧くださいに、市施設等の放射線等測定を行いました。いずれも各基準値以下でした。詳しくは、市ＨＰをご覧ください

5月の無料相談（祝日を除く）� （＊）印は予約制
内容 日程 時間 会場 問い合わせ

法律相談（＊） 中止※急ぎの方はお問い合わせください

政策法務課
市民相談室
（内222）

税務相談（＊） 20日（水）
午後1時30分～
4時30分 ※電話相談のみ

登記相談（＊） 11日・6月1日
（月）

不動産・空き家等相談（＊）
中止

行政苦情相談（＊）
遺言・相続などの書類
作成相談（＊） 25日（月） 午後1時30分～

4時30分 ※電話相談のみ

年金・労災・雇用保険・
労務相談（＊） 中止

マンション管理相談（＊） 28日（木） 午後1時30分～
4時30分 ※電話相談のみ

交通事故相談（＊） 中止

消費生活相談 月～金曜日 午前9時30分～正午
午後1時～3時30分 ※電話相談のみ

経済課�
消費生活相談室
（内224）

教育相談・就学相談 火～土曜日
午前10時～午後5時
（木曜日の5時～7時
は当面の間中止）

「電話相談」専用電話（随時）
☎（042）573-4375

教育相談室（面談予約電話）
☎（042）573-4376
※電話相談のみ

内容 日程 時間 会場 問い合わせ
身近な人権相談（＊） 中止※上記の人権相談をご利用ください 人権平和課

☎（042）573-4378女性法律相談（＊） 中止※急ぎの方はお問い合わせください

女性のためのカウンセリング（＊） 12日・26日（火） 午後1時30分～
4時30分

※電話相談のみ
人権平和課
相談専用電話
☎（042）573-4342

女性の悩みごと相談
（女性への暴力など）

月～金曜日

午前9時～正午
午後1時～5時

（受付＝4時まで）犯罪被害者等支援相談

母子父子・女性福祉相談（＊） 午前9時～午後5時
（受付＝4時まで）

生活福祉課（市役所第2庁舎）
（内533）

心の健康相談（＊） 14日（木） 午後1時30分～
4時30分 いずみプラザ 障害福祉課

（内532）

オンブズパーソンへの
面談による申立日（＊） 火曜日 午前9時～正午

オンブズパーソン
相談室

（市役所第4庁舎）
オンブズパーソン事務局
（内559）

高齢者就業相談
tおおむね60歳以上 月～金曜日 午前9時～

午後4時30分
福祉センター
※原則電話相談のみ

シルバー人材センター
☎（042）325-4011

ふくし法律相談（＊） 28日（木） 午後1時30分～
4時30分 権利擁護センターこくぶんじ

☎（042）580-0570
※原則電話相談のみ

成年後見専門相談（＊） 14日（木）

福祉サービス総合相談 月～金曜日 午前9時～午後5時
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お近くの金融機関などで納付をお願いします〔ゆう
ちょ銀行（郵便局）では納期限後は納付できません〕
／市税を納付いただくときは、税目・期別を確認し
てください／市税の納付は、便利な口座振替をご利
用ください／バーコード、確認番号等が付いている
納付書はコンビニエンスストア・モバイルレジ・ク
レジットカード（インターネット利用）でも納付い
ただけます（納期限まで）。詳しい納付方法はお問い
合わせください。

今月の市税

税目 納期限
固定資産税・都市計画税（第1期）

6月1日（月）軽自動車税（全期）
国民健康保険税（随時期）

→納税課（内553）

日時 5月31日（日）
午前8時30分～午後5時

場所 納税課（市役所第1庁舎2階）

　市税のほか、納期限内のもので納付書をお持ち
いただいたものに限り、負担金・使用料等も納付
できます。また、納税相談もできます。

■休日納税窓口
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軽自動車税（種別割）の減免対象
※4月1日現在手帳をお持ちの方。対象車両は障害者が専ら使用する車両1台
（1）身体障害者および戦傷病者

区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳

視覚障害 1級～3級・4級の1
特別項症～
第4項症聴覚障害 2級・3級

平衡機能障害 3級・5級

音声機能または言語機能障害 3級（こう頭摘出に
係るものに限る）

特別項症～
第2項症
（こう頭摘出に係る
ものに限る）

上肢機能障害 1級・2級 特別項症～
第3項症

下肢機能障害 1級～6級 特別項症～�
第6項症・第1款症～�
第3款症体幹機能障害 1級～3級・5級

乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害

上肢機能 1級・2級

移動機能 1級～6級

心臓機能障害

1級・3級・4級 特別項症～
第3項症

腎
じん

臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこうまたは直腸の機能障害

小腸機能障害

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能
障害 1級～3級

肝臓機能障害 1級～4級 特別項症～
第3項症

（2）知的障害者 愛の手帳1度～3度

（3）精神障害者 精神障害者保健福祉手帳1級

　メンテナンスのため、コンビニエ
ンスストアでの各種証明書の交付サ
ービスを停止します。ご不便をおか
けしますが、ご理解をお願いします。
停止期間5月1日（金）午後11時～7日
（木）午前6時30分
→市民課（内338）／課税課（内324）
／納税課（内551）

コンビニエンスコンビニエンス
ストアでのストアでの

証明書交付の停止証明書交付の停止

→人権平和課☎（042）573-4378

●みんなの人権110番
　☎（0570）003-110
●女性の人権ホットライン
　☎（0570）070-810

●子
こ

どもの人
じん

権
けん

110番
ばん

　☎（0120）007-110
●外

がい

国
こく

人
じん

人
じん

権
けん

相
そう

談
だん

　☎（0570）090-911

　法務省では、さま
ざまな人権相談を行
っています。気軽に
お電話ください。

人権相談人権相談をご利用くださいをご利用ください

z当面の間、一部の相談を中止または対面から電話相談のみとしています。詳しくは問い合わせ先へ


